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経 済論叢(京 都 大学)第154巻 第1号,1994年7月

マ ハ トマ ・ガ ンデ ィー の社 会 経 済 思 想

一 受託者制度理論を中心 として一

石 井 也

は じ め に

マ ハ トマ ・ガ ンデ ィー(MahatmaGandhiorMohandasKaramchandGan-

dhi,1869-1948)の 社 会 経 済 思 想 の 一 部 を 構 成 す る 受 託 者 制 度 理 論(The

TheoryofTrusteeship)は,一 般 に ガ ンデ ィー の 思 想 を 「体 制 擁 護 」 論 と し

て受 け取 る見 方 の 中で その 存在 が捉 え られ て い る もの の,ど の よ うな形 で それ

が か ンデ ィー の 人生 の 中で生成 し,後 に社 会主 義思 想 か ら一 定 の批 判 的 イ ンパ

ク トを受 けつつ も独 自の理論 と して展 開 してい ったか につ いて はい まだ に明 ら

か に され てい な い もの と思わ れ る。 受託者 制 度 理論 とは,第 一義 的 には社 会 の

富 者 が そ の財 産 を神 か ら信 託(trust>さ れ た 「受 託 者(trustee)」 と して行 動

し,こ れ を社 会 の 貧者 の た めに行使 す る とい う考 え方 であ り,た しか に同理 論

にお い て は資 本 家や 地主 が 「受 託者 」 と して振 る舞 うか ぎ りその 立場 が保 証 さ

れ る とい う一 側 面 を持つ 。 しか し同理 論が ガ ンデ ィー の人生 の最 後 の20年 の 間

に力 説 され てゆ く過 程 を詳 しく追 ってゆ くと,例 え ば社 会改 革 を急 ぐ社会 主 義

者 へ の歩 み寄 りも見 られ るな ど,必 ず しも 「体 制 擁護 」 を 目的 と して い た とは

断定 で きない 側 面 もまた 観 察で きるので あ る。

したが って,本 論文 で は受託者 制 度理 論 の展 開過 程 を中心 に ガ ンデ ィーの 社

会経 済 思想 を検 討 す る。 まず は じめ に,同 理 論 が これ まで 「体 制 擁護 」 論 と し

て認 識 され て きた経 緯 を紹介 したい 。次 に,同 理 論 につ いて そ の生成 か らガ ン

デ ィー の死 に至 る まで の間 の展 開 をGandhi,M,K.〔2〕,TheC・ 〃θα64Wbr々5
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0fMahatmaGandhi,90vols.,1958-1984(以 下CWMGあ る い は 『マ ハ ト

マ ・ガ ンデ ィー 全集 』 と略 す)に 基づ い て悉 さ に追 う。 そ して 最:後に,実 は 同

理 論 が ガ ンデ ィー独 自の 「非暴 力 」 の社 会経 済改 革 理 論だ った 点 をむ しろ積 極

的 に評価 しうる こ とを示 して結 び とす る。

1「 体 制擁護」論 と して捉 え られる受託者制度理論

受託者制度理論の展開過程を検討す る前 に,同 理論が一般 にどのように認識

されてきたか を見てお く必要がある。同理論 に対す る一般 的な認識は,拡 大 し

つつある大衆運動を 「非暴力」 の観点か ら突然停止 して しま うガンデ ィーの指

導方法 に対す る批判 とともに,ガ ンデ ィーの思想 ・実践が 「体制擁護」を 目的

としていたか,あ るいは結果 として 「体制擁護」 の役割 を果た した とする見方

の一部 を構成 してい る。イ ン ドにおいては社会主義者 ジャワーハ ルラール ・ネ

ルーや共 産主義者E.M.S.ナ ンブーデ ィリッパー ドゥ(通 称EMS)ら が,

同理論を含めた ガンデ ィーの思想 ・実践に対す る批判 を早 くか ら展開 してい る

が,彼 らの基本的視点は ソヴィエ トや 日本 などで も広 く共有 されてい る。

まずは じめ之,人 間の性悪説 を前提 とす るネルーはガンデ ィーの受託者制度

理論 の実現 可能性 に疑いをかける。「受託者制度の理論 を信ず ること一 一 人

の個人に無限の力 と富 を与え,そ れ を公の福祉のために,も っぱ ら行使す るよ

うに彼 らに期待す ることは合理的だ ろうか」(ネ ルー一 〔15〕,522ペ ージ)。 そ し

て ネルーの 目には,同 理論を主張す るガンディーがザ ミンダールや タルカダー

ルな どの土地所有制度,封 建主義,資 本主義を支持す るもの と映 るのであ る。

「彼 は進歩の途上 の障害物 とな ってい る旧秩序の遺物 の全 て一 封建 的な土侯

国,大 ザ ミンダル,お よび タルカダール,資 本主義制度一 に祝福 をお くって

い る」(同 上)。 「なぜ彼 は,負 け犬 に対 して愛情 と哀れみ を持 ってい るに もか

かわ らず,不 可避的 に負 け犬を作 り出 し,そ れを踏みつぶ して しまう仕組みに

対 して支持 を与えるので あるか。なぜ非暴力 に傾 けた彼の情熱 にかかわらず,

全的 に暴力 と強制に基づいてい る政治機構 に味方するので あるか」(同 書,504



74(74)第154巻 第1号

ペ ー ジ〉。

他方,EMSの ガ ンデ ィー批 判 は その著 書 『マハ ー トマ とガ ンデ ィー 主義』

の全 般 に おい て一層 厳 しい調子 で 展 開 され てお り,そ れ は実際 次 の こ とを論 証

す るた め に書 か れ た もの とい って よい 。 「ガ ンデ ィー は何 よ りも一一つ の 階 級

ブ ル ジ ョアジー の抜 け 目の ない 政治 的指 導 者 で あ った。 彼 は常 に ブル

ジ ョア ジー の階級 的利 益 に従 って行 動 して いた の であ った」(EMS〔14〕,111

ペ ー ジ)。EMSに と って,受 託 者制 度 理論 は その他 の諸戦 術 とと もに 「現 実 の

実践 にお いて は,次 の点 で,ブ ルジ ョアジー を大 い に助 け る こ とに な った ので

あ る。 そ れ は,(a)帝 国主 義 に反対 して大 衆 を行 動 に奮 い立 たせ る こ と,㈲ 彼 ら

が 革 命 的大 衆 行 動 に訴 え る のを 阻 止 す る こ との 二 点で あ る」(同 書,200ペ ー

ジ)。 この よ うに 当時 の イ ン ドの社 会 主 義者 ・共 産 主義 者 の 目 には,同 理 論 が

既 存 の 階級 関係 を支 持 し,ブ ルジ ョア階級 の利 害 を助 長 す る もので あ る と映 る

ので あ る。 ガ ンデ ィー思想 を 「体 制擁 護」 論 と して 見 る見方 は,我 々が次 に見

るよ うに イ ン ドの み な らず ソヴ ィエ トや 日本 で も広 く共 有 され て ゆ く。

ソヴ ィエ トにお け.るガ ンデ ィー評価 は,坂 本 徳松 〔18〕 に詳 しい 。坂 本氏 に

よれ ば,ソ ヴ ィエ トの ア ・エ ム ・デ ィヤ コ フにおい て は 「ガ ンデ ィー主 義 は,

国民 会 議 派の ブル ジ ョア ・地 主 的首 脳部 の手 中 にあ る最 も強力 な武 器で,そ れ

に よ って 大衆 を従 属 させ,昂 ま る大 衆運 動 を 自己 の利益 の ため に利 用す る こ と

が で きた」(坂 本 〔18〕,6ペ ー ジ)の で あ った 。 「ガ ンデ ィー は農民 大衆 の宗

教 的偏 見 を利 用 し,そ の無 知,立 ち遅 れ,会 議 派 とその指 導者 た ち,と くに遅

れ た大 衆 に よって聖 雄 と仰 が れて い た ガ ンデ ィー 自身 に対 す る農民 の盲 従 の な

らわ しな どを利 用 し,そ れ に よ って大 衆 の積 極 性 を抑 えつ け,彼 ら を堕 落 させ,

ふ た た び ブ ルジ ョア ジー と地 主 との裏 切 の犠 牲者 に した 」(同 上)。

1957年 に この よ うな ソ ヴ ィエ トにお け るガ ンデ ィー評 価 につ い て 「イ ン ド ・

ナ シ ョナ リズム指 導 者,な らび に イ ン ド民衆 に対 して,こ れ ほ どひ どい侮 辱 が

あ ろ うか」(同 上)と 憤 りを表 明 した坂 本 氏 自身 も,そ の後,1969年 に 第一版 が

出 版 さ れ た 『ガ ンジ ー ・人 と思 想』 に おい て は,「 ガ ン ジーは 農 民 を含 め ての
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イ ン ドナ シ ョナ リズ ムの指 導者 であ って,農 民 や 労働 者 の 階級 的立 場 を代表 す

る もので はなか った。 この ことは大衆 運動 が高 揚 し,イ ギ リス側 の暴 力 に抗 し

て 大衆 自身 が 革 命 的 な 暴 力 を爆発 させ る とい う階 級 的 な場 面 に な る と,ガ ン

ジー は常 に これ を抑 制す る立 場 にたつ,と い うこ とに露骨 にあ らわ れ てい る」

(坂本 〔19〕,56-57頁)と 述べ,「 ガ ンジ ーは,民 族 に強 く,階 級 に弱 い」(同 書,

169ペ ー ジ〉 とい うテ ーゼ を掲 げ る に至 るので あ る。

さ らに蝋 山芳 郎氏 は,ユ950年 に出 され た 『マ ハ トマ ・ガ ンジー一』 の 中で 次 の

よ うに述 べ て い る。 「ガ ンジー は,イ ン ド民 族 資本 の代 弁者 と して,根 強 い民

族資 本 の力 を背景 と して,彼 の教 義,非 暴力 の教 義 を説 い た。 …… イ ン ド民族

資本 の代 弁者 と して終始 した と ころ に ガ ンジー の真髄 が あ る」(蝋 山 〔17〕,92

ペ ー ジ)。 これ につ い て 内藤 雅 雄 氏 は,戦 前 ・戦後 の 日本 にお け る ガ ンデ ィー

研 究 を詳 細 に検 討 した論 文 の 中で,蝋 山氏 が ガ ンデ ィー を 「イ ン ド資 本主 義 の

培 養 と発 展」 に貢 献 した 人物 で あ る と した こ と と ともに高 く評価 してい る(内

藤 〔11〕,30ペ ー ジ)。 また,蝋 山氏 が ガ ンデ ィー の死後 イ ン ド国 内 に階級 対 立

が 激化 した事 実 につ いて 「イ ン ド民 衆 の上 に もった ガ ンジー の偉大 な声望 は ,

そ の下 で 進行 して い た階級 闘 争 をお おい か くして いたわ けであ る」(蝋 山 〔ユ7〕,

212ペ ー ジ)と 述 べ るの に対 し,内 藤 氏 は 「冷 徹 な科 学 の 目を感 じ る ことが で

きる」(内 藤 〔11〕,31ペ ー ジ)と 評 価 す るのだが,こ れ は 内藤氏 自身 が持 つ体

制 変 革 に保 守 的 な ガ ンデ ィー の イメー ジに基 づ くもので あ る。

内 藤 氏 は,そ の 著 書 の 中で 受 託者 制 度 理 論 につ いて 触れ,「 ガ ンデ ィー お よ

び彼 の思 想が 資 本 家 の利 害 を反 映 した と見 るべ きで はな く,逆 に資 本 家 の利 害

が まさ に ガ ンデ ィー哲 学 の 中の諸 概 念 を必 要 と し,そ れ に ひきつ け られ た とす

.べ きで あ ろ う」(内 藤 〔12〕,114ペ ー ジ)と 述 べ て い る。 しか し,氏 に と って

基 本 的 には 「ガ ンデ ィーが 階級 闘争 に対 して 異常 な忌 避 あ るい は敵対 の姿 勢 を

示 した こ と も大 きな 問題 を残 す こ とにな る」(同 書,36ペ ー ジ)の で あ り,同

理 論 を 「階級 協 調 論 」 と して 否 定 的 に捉 え る こ と には変 わ りな い ので あ る。

「彼 の特異 な 『神 の信 託(ト ラス テ ィー シ ップ)』 論 は,現 実 の イ ン ド社 会 の場
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にあ っては地主 ・資本家の存在 をほぼそのまま認めることで あ り,せ いぜい典

型的な階級協調論 を示す ものである。 ガンデ ィーは,20年 代,30年 代 に高 まっ

てい く左翼勢力主導下の農民,労 働者の運動 に対 して,こ の思想 を武器に立ち

向か おうとしたので ある」(同 上)。

以上のように,体 制変革 に対 して保守的 ・反動 的な ガンデ ィー像は,批 判の

トー ンの 強弱 はあ れ,か な り一般 的 に受 け入れ られ て いる。 しか し,ガ ン

デ ィーの生涯 における受託者制度理論の生成か ら彼 の死 に至 るまでの展開を悉

さに追ってみ ると,ガ ンデ ィーが階級 闘争 の回避 に努 めつつ も,同 時 に貧者 の

救 済 と階級問の不平等 な経済的分配関係 の是正 を目指 していた ことが分か る。

また,1930年 代以降に急速な社 会改革を求める社会主義者 たちに歩み寄る様子

は,彼 らと共に改革を進めてゆ こうと していたことを意味 してお り,そ の展開

過程 は,必 ず しも同理論が 「体制擁護」 を目的 としていた とは断定で きない側

面 を備えてい るので ある。我々はその様子を次 に見 ることに しよ う。

11受 託者制度理論の萌芽期

『マ ハ トマ ・ガ ンデ ィー 全 集』 に よ る と,「 受 託 者」 と い う 言 葉 が ガ ン

デ ィーの 生涯 の中で 初 め て用い られた の は,ガ ンデ ィーが南 ア フ リカ にお いて

サ ッテ ィヤ ー グ ラハ の 闘争 を展 開 して い た最 中の1908年 で あ る。 しか しこの頃

の ガ ンデ ィーの発 言 に見 られ る 「受 託者 」 は,統 治す る側 の英 帝 国,あ るい は

英 国 人を指 す もので あ り,後 に恒常 的 に な され るよ うに,資 本 家や,地 主 を意

味 す るに は至 ってい ない 。.「受 託者(trustee・ 英帝 国 ・英 国 人)が,そ の被 後

見 人(ward;イ ン ド ・イ ン ド人)に して きた 全 て の こ と に被 後見 人 を適 合 さ

せ るべ きで な い とした ら受 託者 の義 務 は何 か。 イギ リス政 府 は被 後 見 人で あ る

我 々 に 完 全 な 市 民 権 を 与 え よ う と し て い る だ ろ うか 」(括 弧 は 引 用 者 。

CWMG,Vol.8,PP.475-476)。

しか し後 に 出版 され た 『自叙 伝』 に よ る と,受 託 者制 度 理論 の宗教 的 基礎 が ,

ガ ンデ ィーが 南 アフ リカ滞在 中 に熱 心 に研 究 した 『バ ガヴ ァ ッ ド ・ギ ー ター』
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に置 か れ て お り,後 に大 き く展 開す る同理 論 の萌 芽が この頃 の ガ ンデ ィー の脳

裏 に ぼ んや りとで は あ るが形 成 され た こ とを示 唆 す る一 節 が あ る。 「私 は イ ギ

リス法 の研究 を借 りて.所 有 とい うこ とを考 えた。 私 は 『受託 』 とい う言 葉 の

意 味 を,ギ 一 夕ー の教 え に照 ら して,い っそ う理解 す る こ と に努 め た」(ガ ン

デ ィー 〔10〕,215ペ ー ジ)。 この時 期 に実 際 の場 面 で説 か れ た受 託 者(イ ギ リ

ス)と 被 後見 人(イ ン ド)と の関係 は ,ガ ンデ ィーが イ ン ドに帰 国 した後 に,

資 本 家 と労働 者,あ るい は 地主 と小 作 人 の間 の 関係 に置 き換 え られ ,「 所 有」

に関 す る漠 然 と した概 念 と結 び付 い て次 第 に 同理 論 の 基本 的枠 組 を形 成 してゆ

くの であ る。

皿 大資本家との出会いと受託者制度理論

1915年 に イ ン ドに帰 国 す る と,ガ ンデ ィー は,ア シ ュラ ムの設 立や アー メ ダ

バ ー ドにお け る労働 争 議 な どを通 じて幾 人 かの 企業 家 とめ ぐり会 うのだ が
,こ

れ らの企 業家 こそ は資 本家 としての 「受託 者」 の原型 をな した 人 々 にほか な ら

な い。 こ こで は ガ ンデ ィー と彼 らの関わ りのい くつか を見 る こ とに しよ う。

まず は じめ に,ア ンバー ラー ル ・サ ー ラーバ ー イは ア「一 メ ダバ ー ドにお け る

紡績 工 場 の経 営者 で あ った。 内藤 雅雄 氏 に よれ ば,ア ンバ ー ラー ルは ,カ デ ィ

生 産 推進 運 動 な どガ ンデ ィーの 社 会 建 設 活 動 に多 大 な 貢献 を した 人 物で あ る

(内 藤 〔12〕,94-95ペ ー ジ)。 また ガ ンデ ィー の 『自叙 伝 』 の 中 で 匿 名 で た だ

「シェ ー ト(大 企業 家)」 と して だ け言及 され,1915年 の ア シ ュ ラム開設 直後 ,

深 刻 な財 政危 機 に 陥 った ガ ンデ ィー に黙 って1万3千 ル ピーの紙 幣 の 山を渡 し

て い った 人物 は,こ の ア ン バー ラー ル で あ る とい う(同 書 ,90ペ ー ジ/ガ ン.

デ ィー 〔10〕,293ペ ー ジ).

1918年 に ア ンバ ー ラー ルは ,ボ ーナ ス ・カ ッ トに と もな う基 本給 の引 上 げ率

をめ ぐっ て,労 働 者 側 を代 表す る姉 の アナ スー ヤー ・サ ー ラー バー イ と対 立 し

た。 この とき ガ ンデ ィー は,労 働 者 の側 に 「非 暴 力」 の ス トラ イキ を行 うよ う

に勧 め た が,解 決 にあ た って の コ メ ン トの 中で 次 の よ うに述 べ た
。 「工 場 主 倒
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を代 表 した ア ンバ ー ラー ル ・サ ー ラー バ ー イ氏 は,あ らゆ る意 味 に おい て紳 士

で あ り,偉 大 な教 養 と同様 に,偉 大 な能 力 を もつ 人物 で あ る。 こ う した資 質 に

加 え て,か れ は 強 固 な意 志 を 有 して い る」(CWMG,Vol,14,p,286/内 藤

〔12〕,91-92ペ ー ジ)。 と ころで,こ の労働 争 議 を契機 と して ガ ンデ ィー が設 立

した アー メ ダバ ー ド繊 維 労働 者協 会(AhmedabadTextileLabourAssociation

=ATLA)は ,文 字 通 り労働 者 ・資本 家 の 対立 を解消 す るた め の 「仲裁 機 関」

と して の役 割 を担 う特殊 な労 働 組 合で あ った(Revri〔7〕,p.76)が,そ れ は

実際 以 下 に見 る受 託者 制 度理 論 を現実 に機 能 させ るた め の重 要 な場 所で あ った

と考 えて よい。

他 方,ジ ャム ナ ラー ル ・バ ジ ャー ジ1〕は,'「 ガ ンデ ィー 主 義 的 企 業 家 」 と称

され るほ どに ガ ンデ ィー 自身 の企 業家 観 に決定 的 な影 響 を与 えた 人物 で あ る。

1915年 には,ガ ンデ ィーの足 とな るべ き自動車 を購 入 し,1918年 に は ア シュ ラ

ム建 設 費用 の一部 として2万8千 ル ピー を寄付 してい る(内 藤 〔12〕,100-101

ペ ー ジ)。 さ らに1921年 に テ ィ ラク ・ス ワ ラー ジ民族 運動 基 金 に10万 ル ピー を ,

また1936年 には,ガ ンデ ィー の活動 の本拠 地 とな る最後 の ア シュ ラ ムが 置か れ

た村,七 一 ガオ ンを提 供 して い る(同 書,103-105ペ ー ジ)。 次 の一 節 は1942年,

ジ ャム ナ ラー ル の 死 に 際 して ガ ンデ ィー が寄 せ た追 悼 文か らの 引 用 で あ る。

「私 は,公 共 の福祉 の た め に 自 らの富 の被 信 託 著 た ろ うとす る金 持 ち の人 々 に

つ い て書 くとき,い つ も主 と して この 豪商 を心 に浮 かべ た 」(CWMG ,Vol.75,

p,306/内 藤 〔12〕,105ペ ー ジ)。

最 後 に,最 も重 要 な 人物 と して ガー ン シ ャー ム ダー ス ・ビル ラー(通 称G

D)21を 忘 れ る こ とはで きない 。GDが,ガ ンデ ィー の社 会 活 動 の支 援 を本 格

的 に行 な うの は,1924年 頃 か らだ が,チ ャル カー ・カーデ ィーの生 産 ・消 費 の

奨励,ハ リジ ャン(不 可 触 民)援 助,教 育 関係 な ど非 政 治 的 内容 を持 つ 「建 設

的 プ ロ グ ラ ム(ConstructiveProgramme)」 に 当 て られ るべ き もの と して,同

1)バ ジ ャー ジに つ い て ぽ,Nanda〔4〕 も参 照 。

2)ビ'レ ラ ー に つ い て は,Birla〔1〕 も参 照 。



マハトマ・ガンディーの社会経済思想(79)79

年5月 か ら1926年7月 まで の間 に42万6千 ル ピー を寄付 して い る(内 藤 〔12〕,

112ペ ー ジ)。1935年 以 降 は ,年 間5万 ル ピーが ア シュ ラムの維持 費 と して送 ら

れ 続 けたが,「 建設 的 プ ロ グ ラム」 の ため の資 金 をさ らに要 請 す る ガ ンデ ィー

に対 して,「 資 金 不 足 で と ど こお っ てい る どん な種 類 の事 業 で あ れ ,あ な たが

必要 と感 じた と きには,い つ な りと もただ私 に書 い て下 さ るだ けで よ ろ しい の

です 。」 と答 え てい る(同 書,113ペ ー ジ〉。 ル イス ・フ ィ ッシ ャー は ,「 国 民 会

議 派 の予 算 の どの程 度 の比 率 を裕 福 な イ ン ド人が 負担 して い ますか 」 との質 問

を ガ ンデ ィー に した と ころ,「 実 際 に はそ の全 部 で す」 との 答 が返 って きた こ

とを記 し(フ ィ ッシ ャー 〔9〕,384ペ ー ジ),ま た 「ガ ン ジーの ア シ ュ ラムや

パ リジ ャ ン奉仕 ,そ れ に農民 の 向上 とか 国語 教 育 とか い った,ガ ンジーの機 関

の維持 費 はそ の大半 が 金満 家 の紡績 工 場主 で あ るG;D=ビ ル ラー のふ とこ ろ

か ら出て い た」 と述 べ て い る(同 上)。

と ころで 「建設 的 プ ログ ラム」 とは ,1924年 に ガ ンデ ィー によ って打 ち出 さ

れ た 会 議 派 の経 済綱 領 で あ るが,そ の 内容 を示 した1945年 版 の パ ン フ レ ッ ト

(Gandhi〔3〕)に よる とそれ は,「 不 可触 民 制 度 の廃 止」,「 カー デ ィー(手 織

り綿 布〉」,「そ の他 の村 落 工 業 」,「村 落 の 衛生 」 そ の 他全18項 目か ら成 って い

る。 同 プ ロ グラム は 「全 くの底 辺か ら国家 を建 設 す るた め に デザ イ ンされ た も

ので あ る」(乃 ゴ4,p.5)と 述 べ られ てい る よ うに ,最 貧層 の人 々の雇 用 と生 活

水準 の向上 を 目的 と して,か な り大 規 模 に行 なわ れ た こ とが 知 られ てい る30。

ガ ンデ ィー は,以 下 に見 る よ うに受 託者 制度 理論 を展 開す る中 で
,同 プロ グ ラ

ムを資 金 的 に支 えて くれ る富裕 階級 を敵 に回 す ことは決 してな か ったが
,ガ ン

3)プ ログラムの 中心 であ ったチ ャルカー ・カーデ ィー運動 につ いては
,中 村平治氏 が,ナ シ ョナ

リズム勃興 の過 程で国 民会議 派 を中心 にかな り大 きな規模で 展開 され た こ とを示 してい る
。(中

村 〔13〕,47頁)他 方篠 田隆氏 は,同 運動 の経 済 的効果 はそ の全時期 を通 じて小 さか った こ とを

論 証 しよ うとす る。(櫃 田 〔20〕,259-291ぺ 「 ジ)し か し,篠 田氏 の言 うよ うにた とえ1929/30年

のカー デ ィー生産 が イン ド綿布総生 産の1%に 満た なか ったにせ よ
,全 イ ン ド手 紡 ぎ工協 会の も

とで179,453人 が平均 して 家計の10%に 及ぼ うとす る賃金 を受 けてい た とい うのであれ ば
,失 業

者 の救 済 とい う観点か ら言 えばむ しろ運 動の 一定の成 果であ った と見倣 して よいので はないだ ろ

うか。 褄田氏 の研 究か ら私が む しろ学ぶ のは,ガ ンデ ィーが失敗 と反省 を繰 り返 しなが ら もど う

にか して イン ドの貧困 を解 消 しよ うと苦心 す る姿で あ る。
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デ ィー と富者 との友好 関係 は一般 に彼 を 「体 制擁 護」 論 者 と見倣 す 見 方 の根 拠

とな って い る よ うに思 わ れ る。 しか し逆 に富 裕 階級 の側 に とって は 同 プロ グ ラ

ムの資 金 を提 供 す る とい う少 なか らぬ代 償 が 伴 った の で あ り,こ の こ とを考 慮

す る と き我 々 は.同 時 に ガ ンデ ィーが富 裕 階級 の資金 を平和 的 に貧者 へ振 り向

け後 者 の救 済 を意 図 してい た側面 を無視 して は な らない だ ろ う。

と もか く,こ う した ガ ンデ ィーの事 業 に協 力 を惜 しまなか った大資 本 家 た ち

との 出 会い は,ガ ンデ ィーが,1920年 代 の後 半の 時期 に 自 らの受 託者 制 度理 論

を形 成 す る うえ で決定 的な役 割 を果 た した と思 わ れ る。実 際 ,大 衆 の福 祉 を司

る者 を さ して 「受 託者 」 とい う言 葉が 初 め て ガ ンデ ィー の文 献 の なか に登場 す

るの は,こ れ ら一連 の 大資 本家 た ち と出会 った後 の1927年 で あ る。 この 年 ガ ン

デ ィー は,ラ ジ ャパ ラヤ ムで の 演説 の 中で ,カ ー デ ィー活動 のた め の募金 を呼

びか け る一 方,活 動 に携わ る者 一 般 に対 して次 の よ うに呼 び掛 けた。 「私 た ち,

す なわ ち それ は,こ う した 募金 を募 る私 や,カ ー デ ィー を取 引す る商 人 ,村 落

へ 出 か けて い って組 織 す る人 々の ことです が
,私 た ち はみ な 自 らを手 紡 ぎ工 の

福祉 のた め の受 託 者 で あ る と見倣 さな けれ ば な らな いので あ り,.わ た したち は,

彼 ら の た め に,彼 ら の た め だ け に存 在 す る の で す」(CWMG ,Vol.35,PP.

79-80)。

また1928年10月 に は,ア ー メ ダバ ー ドにお け るあ る託児 所 の開設 式 で ,工 場

主 によ る工 場 労働 者 の境 遇改 善 に不 満 を述べ なが ら,工 場 主 に 「富 の全 てを信

託(Trust>と して 所有 し,あ なた が た の た め に汗 を流 して働 い て くれ る人 々

の利 益 の た めだ け にそ れ を使用 す るこ と」(16ゴ4 ,Vol.36,p.289)を 要 請 した 。

さ らに1931年 には,UP州 のザ ミンダー ル につ い て も同様 に 「受 託 者」 とな っ

て 「小 作 人 の福 祉 に強 い関心 を持」 ち ,「 上手 に経 営 され る学 校 を子 供 連 に,

夜 間学校 を大 人 た ちに,病 院や 薬 局 を病 人 のた め に提 供 し,村 落 の衛 生 を見守

らな けれ ばな らない一1(16鉱,Vol.46,PP.234-235)と した。

こ こに豊 か な者 は大衆 の福 祉 の ため にそ の財 産 の管 理 を神 か ら信 託 され た も

の と見倣 し,自 らは財 産 管 理に あた っての手 数料 だ け を受 け取 る もの と考 え る
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受 託 者 制 度理論 の基本 的枠 組が 形づ くられ た と見 るこ とが で きる。南 アフ リカ

で 得 られ た 「所 有 」 に 関 す る 漠 然 と した 概 念 は,こ れ 以 後 ,1934年 の ガ ン

デ ィー の 言葉 を借 りれ ば 「『持 て る者 』 と 『持 た ざ る者』 との 問 に存 在 す るあ

の大 きな 隔 た り」 〈乃鼠,Vol.58,p.219)を 解 消 す るた め の手 段 ,ま た1940年

の 言 葉 を借 りれ ば 「平 等 の 分配 」(月 雇,Vol.72,p .399)を もた らす た め の手

段 と して よ り具体 的 に力 説 され てゆ くので あ る。

Iv社 会主義 ・共産主義思想の台頭 と受託者制度理論

1920年 代後半か ら30年 代 にか けては,社 会主義 ・共産主義の風潮が イン ドに

も広 まった時期であ る。1929年 か ら33年 にかけて 自由主義世界が被 った大恐慌

や,こ れ とは対 照的に同時期 の第一次五か年計画の成功によって うち立て られ

た社会主義工業 国ソ運の イメー ジは,こ れ らの思想が多 くの急進的イ ン ド青年

を引 き付 ける客観的背景 となったことだろ う。1934年 にネルーを指導者に仰 ぐ

社会主義者のグループが会議派社会党 を結成す る時期 に,彼 らの主張する階級

闘争 にガンデ ィーが受託者制度理論 を対置 してゆ くのは,ま さに このような時

代的文脈 においてである。 ここでは社会主義思想の影響 を強 く受 けた人々 とガ

ンデ ィー との間で行 なわれ た議論 を,1934年 の非服従運動停止以降のネルーを

中心 とす る社会主義者の動 きにあわせて検討 してゆ くことにす る。

ガンデ ィーは,ア シュラムにいる人の中にサ ッテ ィヤー グラバ運動の眼 目で

あ る刑務 所行 きを嫌が って書斎の生 活 を したい と言い出 した人が い ることを

知 って,こ れを理由に1934年4月 非服従運動 を突然停止 した。運動停止を宣言

す るガンデ ィーの声明文 は次 のような もので ある。「この声明 は,親 しい人々

やサ ッテ ィヤー グラバ ・アシュラムの関係者 との個人的な会話 に対す る霊感 に

負 うているものです。……その友人は刑務所 の労役 に服す るのを嫌 が り,与 え

られた仕事 よ りも彼 の私的な研究のほ うを好んだ とい うことで した。 これ は疑

い もな くサ7テ ィヤーグラバの規則 に反す るもので した。 この ことは,わ た し

の最愛 の友人の不完全 さより以上 に,わ た しの不完全さをわた しに痛感させ ま
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した。 … … わた しは盲 目で した。指 導 者 の盲 目は許 され ない こ とです 。 わ た し

は直 ち に,こ こ しば ら くは,わ た しが行 為 に お け る市 民 的抵 抗 運動 をた だ一 人

代 表す る もの と して 留 ま って い な けれ ば な らな い と気 づ き ま した」(CWMG ,

Vol.57,PP.348-349)。

非服 従 運 動 の停 止 の知 らせ を獄 中で 聞 い た ネルー は,「 大 きな隔 た りが,わ

た しと彼(ガ ンデ ィー)の 間 にで きた よ うな気 が した」 の で あ り,「 突 き刺 さ

れ た痛 み と ともに,多 年 の 間,わ た しを彼 に結 びつ けて い た忠誠 の弦糸 が ,ぽ

つ ん と切 れ て しま っ た よ うに感 じた」 ので あ る(ネ ルー 〔15〕,p.493)。 テ ー

ン ドゥ ル カ ル に よ れ ば ,「 こ れ は 多 く の 会 議 派 党 員 の 反 応 で あ っ た」

(Tendulkar〔8〕,Vol.3,p.261)が,ま さ に 運 動停 止 の 翌 月,す な わ ち5月

27日 彼 らは会議 派社 会 党 の創立 大 会 をバ トナー で開 催 す る。

そ の二 日前 ガ ン デ ィー は社 会主 義 者 ,「M.マ ー サ ー ニ ー お よびM,マ ー ル

カー ニ ー との議 論 」(CWMG ,Vol.58,PP.27-29)に お い て,社 会 主 義 の持 つ

「強 制 力」 や 産業 の国営 化 につ い て意 見 を対 立 させ て い る。 ガ ンデ ィー は真 っ

先 に 「非暴 力 」 の観 点か ら,マ ー サ ーニー お よび マ ー ル カ一 二ー の説 く社 会 主

義 の 暴 力 性 を 批 判 す る。 「あ な た が た の 説 く社 会 主 義 の 制 度 は ,強 制

(coercion)に 基 づ いた もので す。 ……暴 力す なわ ち性 急(impatience)で あ り,

非 暴 力 す な わ ち忍 耐(patience)で あ ります」。 さ ら にマ ー サ ー ニ ー とマ ー ル

カー ニー が,産 業 の国営 化 を主 張 す るの に対 して ,ガ ンデ ィーは受 託 者 制度 理

論 の 立場 か ら企 業 家の 活 動 の場 所 を保証 しよ う とす る。 「交 通,保 険 ,為 替 な

どは 国営 に しな けれ ば な りませ ん。 しか し,私 は全 て の大 工 業 を国 家 が接収 す

るこ とを主 張す るつ も りはあ りませ ん。 た とえば,賢 くて,熟 練 した個 人が ,

自らす す ん で あ る産 業 を経 営 し,指 導 したい とい うな らば,私 はそ う した個 人

に,そ の産 業 を組 織 させ る こ とが で きるよ うに システ ムの柔 軟性 を十 分 に保 っ

て お きた い と思 い ます」。

この 頃 ネ ルー は相 変わ らず獄 中 にあ ったが ,6月 に 『自叙 伝』 の 執筆 を開始,

そ の 中で 受 託者 制 度 理 論 に対 す る批判 を含 め た ガ ンデ ィー批 判 を展 開す る(本
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稿 第1節 参照)。 『自叙 伝』 は6月 か ら翌年2月 にか けて書 か れ てお り,運 動停

止 に関 して ネルーが 次 の よ うに記述 した時期 が実 際 いつ ご ろで あ るか定 か で は

な いが,こ の数 ヵ月間 の ガ ンデ ィー に対 す る ネル ーの根 深 い不 信感 を示唆 す る

もの と して興 味深 い 。 「『友 人』 の不完 全 さが この種 の もの な らば,全 く些 細 な

こ とで あ る。 …… 直接 には何 十万,間 接 には何 百 万 の人 間 を包 含す るほ どの 大

民 族運 動 を,た った一 人 の人 間が過 ちを 犯 したか ら とい って,停 止 して もよい

ものだ ろ うか。 この こ とはわ た しに とって奇 怪 な言 い がか り,不 道 徳 な言 いが

か りに思 え た。 … …彼が 与 え た理 由づ け は,知 識 に対す る侮辱 で あ り,民 族 運

動 の指 導 者 と して は驚 くばか りの芸 当で あ った よ うに ,わ た しに は思 えた 」

(ネ ル ー 〔15〕,p.492)。

獄 中 にあ って,し か も執 筆 中の ネルー の 『自叙伝』 の 原稿 を ガ ンデ ィーは知

るべ く もなか った だ ろ う。 ガ ンデ ィー は ネル ーの心情 を意 に介す る こ ともな く,

7月 に社 会主義 の影響 を強 く受 けた学 生 た ち と議 論す る 中で ,.階 級 闘争 の是 非

を め ぐ って彼 ら と真 っ向 か ら対立 して い る。 す なわ ち 「学 生 た ち との 議 論 」

(CWMU,Vol.58,PP.216-222)に お い て は,階 級 闘争 が 不 可 避 で あ る と考 え

る学 生 たち と,受 託者 制度 理論 に よ って資 本 家 と大 衆 との間 の融 和 を求 め よ う

とす る ガ ンデ ィー との対照 的 な視 点 を うかが うこ とが で きる。「わた した ち は,

資 本 家 たち が,大 衆 へ の サ ー ビスの ため に,自 分 た ち の利益 を引 き渡 す資 質 が

あ る とい う点 で 彼 らを信 頼 しな けれ ばな らな いの です 。 …… 私 た ちが非 暴 力 の

メ ッセー ジ を理解 す れ ば ,イ ン ドにお いて は 階級 闘争 は不 可 避 な もので はな く

回避 で きるので す 。階 級 闘争 を不 可避 な もの と して語 る もの は ,非 暴 力 の意 味

を理 解 して い ないか,あ るい は,た だ 表面 的 にだ け理 解 して い るに過 ぎない の

です 」。

実 際 ガ ンデ ィー は,地 主 や資 本家 とい った富裕 階級 が 「受 託者」 と して の役

割 を果 た す こ とで,階 級闘 争 を 回避 す る こ とを理 想 と して い た。 ガ ンデ ィー は ,

社会 主義 の理想 の一 つ であ る 「平等 」 の理 念 に は共感 しつ つ も,そ れ を もた ら

す手 段 につ いて は,あ くまで も地 主や 資 本家 の性 善 に依 拠 しよ うと して いた の
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であ り,階 級闘争 を必然的な もの と考える当時の社会主義思潮 とは明確 な一線

を画 していたので ある。「西洋 の社会主義や共産主義が大衆 の貧困に対す る最

終的 な答 えで ある と仮定す るのは明 らか に間違いです」(乃 磁)。 だか らこそ

ガンデ ィーは,こ の 「学生たち との議論」の4日 後 になされた 「ザ ミンダール

への回答」(∫δ堀 ,PP.247-249)の 中で,ザ ミンダールに対 して 「受 託者」 と

しての振舞いを要求す る一方で,積 極的に彼 らを階級 闘争の危険か ら守 るこ と

を約束す る。「私は,私 の持つ全影響力を投 じて階級 闘争 を阻止 しなければな

らないのです。・…・・あなたがたの財産を没収 しようとする不正な試みがなされ

るならば,私 はあなたがたの側 に立 って戦 うつ も りです」。

このよ うにガ ンデ ィーの受託者制度理論 は.こ の頃台頭 してきた革命的思想

および階級闘争の脅威 に対 して富裕階級を防衛す るよ うに働 いたので ある。 ち

なみに,最 初 に紹介 した同理論 に対す る諸論者 の見方が概 ね,ガ ンデ ィー と富

者 との友好関係 と並んで,階 級 闘争 を阻止 しよ うとす る同理論の こうした側面

に注 目した ものであ ることはい うまで もない。

V1934年8月 の ネルーの手紙 と受託者制度理論

しか しなが らガ ンデ ィー は,こ れ ら社会 主 義 ・共 産主 義思 想 か らの影響 を全

く受 けず に綜い られ なか った。8月13日 付 けの ネ ルー の手紙 は,運 動 停止 が ネ

ルー に与 えた シ ョ ックを まざ まざ とガ ンデ ィー に伝 え,逆 に ガ ンデ ィー に大 き

な衝 撃 を与 えた もの と思 わ れ る。 「あな た が非 服 従運 動 を停止 され た と聞 い た

ときに は,わ た しは悲 しい 思い にな りま した。 … …ず っ と後 にな って私 はあ な

た の声 明 を読 み ま したが,そ れ は今 日まで経 験 した最 大 の シ ョックの一 つ をわ

た しに与 え ま した。 …… あ なた が停 止 のた め に挙 げ られ た理 由 と将来 の仕事 に

関す る提 案 は私 をび っ く りさせ ま した。 わ た しは,わ た しの 中 の何か が壊 れ,

わた しが これ まで非 常 に大 切 に して きた一 つ の絆 がぷ っつ り切 れ た よ うに突 然 ,

そ して 強 く感 じた の です 」(Nehru〔6〕,p,115)。 この手 紙 の 意 味 は 大 きい。

8月17日 付 けの ガ ンデ ィー によ るネ ルーへ の返信 の 中 には,独 立運 動 ・社 会 改
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革 運動 を進 め る上 で,ネ ルー を手 放 した くない彼 の切 な る思 いが読 み 取 れ る。

「あ なた の情 熱 的で しか も感情 的 な手 紙 は,わ た しの力 が 許 す よ りは るか に長

い返 事 を したた め るの に値 す る ものです 。 …… しか しわ た しが全 く確 信 して い

るこ とは,… …あ なた の悲 しみや 失望 の全 て は,十 分 に理 由 の あ る もので は な

い とい うこ とで す。 同志 と して のわ た しは あな たか ら離 れ て い ない こと を誓 っ

て申 します 。… …わ た しが もって い る とあ なたが 考 えて い た あの共 通 の 目的 へ

の情 熱 は,今 も変 わ らず もって い ます 。… … どう して社 会 主 義者 は急 が ね ば な

らない ので し ょうか 。 わた しが早 く行 進 で きな ければ,彼 ら に止 ま って もら っ

て,わ た し もい っ し ょに 引 っぱ って い って くれ る よ う頼 ま な げれ ば な りませ

ん」(1演4,p.121)D

ガ ンデ ィーは,ネ ルーの指 導 力 と社 会主義 勢 力 の重 要性 を無視 で きなか った

にちが い ない。9月 にサ ル ダー ル ・パ テー ル にあ て て た手 紙 で は
,「 そ れか ら

また次 第 に大 き くな りつつ あ る社 会主 義者 の グル ー プが あ ります 。 ジ ャワーハ

ル ラー ル ・ネルー は あ らそ うもの な き彼 らの指 導 者で す 。 …… そ の グ ルー プは

か な らず そ の 影 響 力 と重 要 性 を増 し て い くで し ょ う」(CWMG ,Vol,58,p.

405)。 と述 べ て い る。 実 際 ,次 に見 るよ うに1934年10月 以 降 の受 託者 制 度理 論

に関 す る ガ ンデ ィー の発 言 の中 には ,そ れ まで に は見 られ なか った社 会主 義 者

へ の一 定 の譲 歩 が観 察 され るので あ る。

まず,1934年10月 に は,国 家所 有 よ りも受託 者 制度 を優 先 しなが ら も,後 者

が不 可 能 な場 合 には,社 会主義 の路線 にそ って国家 が 個 人の財 産 を没 収 す る こ

と もや む な しとの見解 を示 して い る。 「該 当 す る人 々が ,受 託 者 と して振 舞 え

.るな ら,私 は非 常 に嬉 しく思い ます 。 しか し彼 らが受 託者 と して振 舞 え ない な

らば,わ た した ちは 国家 に よる最小 限 の暴 力 を行使 して,彼 らか らそ の所 有物

を取 り上 げ る必 要 が あ る もの と信 じます 。 ……私 が 個 人的 に望 む のは ,国 家 の

手 に権 力 を集 中す る こ とで はな くて受 託者 制度 の感 覚 を拡 大す る こ となので す。
コ 　 コ コ コ ロ コ コ ロ コ コ ロ コ コ

コ コ コ ロ ロ コ ロ コ ロ ロ
コ コ ロ ロ コ ロ 　 コ… … しか しなが ら も し避 け られ な い場合 に は

,私 は最 小 限 の国 家所 有 を支持 し

ます」(傍 点 は引用 者 。1ム'4,Vol.59,PP.318-319)。
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受 託 者 の受 け取 る 「手 数 料」,あ るい は受 託 者 が社 会 に引 き渡 す 富 の分 量 に

関 して も,ガ ンデ ィー の考 え方 は,同 じく1934年 の前 後 で大 き く変化 してい る。

例 え ば1931年 の チ ャー ル ズ ・ペ トラ ッシュそ の他 との会談 で は ,ガ ンデ ィー は

「この 手 数料 につ い て は一 定 の数 字 を設 けて い ませ んが ,彼 らに は 自 らが受 け

取 る資 格 が あ る と考 え られ る 分 だ け を要 求 して もらい た い と思 うの で す 」

(lbid.,Vol.48,p.423)。 と述 べ て い るの に 対 して ,1935年7月 に プ レマ ベ ー

ン ・カ ンタクに あて た手紙 の中 で は ,「 所 有者 が,『 受託 者』 に な る とい う こ と

は,彼 らが 貧者 へ,す なわ ち国家や 他 の福 祉 関係 の機 関 へ ,一 定 のパ ー セ ン ト

を超 えた 所 得 を全 て手 渡 す こ と を意味 して い る」(傍 点 は引 用 者 。 ノう楓,Vol,

61,p.183)。 と して,受 託者 に対 す る一 歩踏 み こん だ要 求 を示 して い る。

ま た1939年 に は ザ ミン ダール や 百万 長 者 ,さ ら に は藩 王(Princes)ら の 生

活費 を 「一 日8ア ンナ」 と規定 しつつ 「所有物 の残 りを国家の信託 と克像ナ と

と」(傍 点 は 引用 者。Ibid,Vol.69,p,219)を 要 求 し,さ らに1942年 に も 「非

暴力 の基礎 の上 に建 て られた 国 家 におい て は ,受 託者 の コ ミ ッシ ョン廠経 制 さ

れ な けれ ばな らな い」(傍 点 は引用 者 。 乃泓,Vol .76,p,9)と 述 べ て い る。

社会 主 義者 へ の配 慮 は,イ ン ドが 独立 を達 成 した1947年 の ガ ンデ ィーの 発言

の 中 に も見 られ る。 「全 能 の 神 は ,物 を貯 え る必要 はあ りませ ん。 ……従 って

人 間 もまた理論 上 は,毎 日を生 き,物 を貯 え るべ きで はあ りませ ん。 この真 実

が 一般 に 人々 に理 解 され るな ら,そ れ は法 制化 され ,受 託者 制 度 は法 的 な存 在

とな るで しょう」(乃 磁,Vol.86 ,p.419)。 受 託 者 制 度 が 「法 的 な存 在 とな る」

と言 う ときに,そ こには暗黙 の うち に国 家 に よ る一一定 の 「強制 力 」 が想 定 され

て い る もの と考 えて よい 。

この よ うに1934年 以 降 の受 託 者 制度理 論 に おい て は ,富 者 の 財産 所有,受 託

者 の賃 金,あ るい は制度 その もの に 関 して一 定 の 「強 制力 」 が想 定 され て い る。

これ らは明 らか に社会 主 義思 想か ら受 けた影響 の跡 で あ り
,同 時 に ネルー を指

導 者 とす る社 会主義 勢 力 の重要 性 を ガンデ ィーが 深 く認 識 してい た事 実 を裏書

きす る もの で あ る。
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しか し こ こで 同時 に重 要 な意 味 を持 つ の は ,彼 が受 託 者 制度 理 論 に 「強 制

力 」 を想 定 した こ と,言 い換 えれば,ガ ンデ ィーが 社 会主義 勢 力 に歩 み寄 りを

見せ た ことで 顕在 化 した事 実で あ る。 す なわ ちそれ は ,同 理 論 が所 得 の公正 な

分配 を実現 しよ う とす る点 にお い て は社 会 主義 思 想 と同様 に既存 の経 済 秩序 を

変革 しよ うとす るベ ク トルを少 な くと も建前 上 有 して い た とい う事 実 で あ る。

この こ とは 「強 制力 」 を想 定す る こ との なか った1934年 以前 の発言 で は あま り

明 らか で は なか った 。 しか しこ の年 以 降,ガ ンデ ィー は,止 む を得 ぬ場 合 に は

「強 制力 」 の 行 使 を認 め る こ とで 自分 と社 会 主 義者 た ち との距 離 を相対 的 に縮

め,社 会 主義 勢 力 の持 つ改 革 の ポ テ ン シャル を実 は 自 らの 理論 も持 ち合わ せ て

い るこ とを示 したの で あ る。 この点 は ,ネ ルーやEMSを は じめ第1節 で紹 介

した一 連 の 論 者 に共通 の ,ガ ンデ ィー が体 制 変革 に 極 め て保 守 的 ・反 動 的 で

あ った とい う見 方で は捉 え切 れ ない 同理 論 の側 面 を示 して い るとい え よ う
。

と ころで ガ ンデ ィーは1928年 に,ロ シ アの ボ ル シ ェ ビズム につ いて 「それ は ,

暴力 の使 用 を排 除 しな いば か りか.む しろ私有 財 産 の没収 と,国 家 に よ るそ の

集 団 的 所 有 の維 持 の た め に,自 由 に暴 力 を 使用 す る」(乃 泓 ,Vol,37,p.380)

と述 べ て これ を批 判 して い る。 また1937年 に至 って も 「私 は小銃 を突 きつ けて

人 間 の心 か ら悪 を除 去 で き る とい うこ とを信 じな い」(lbid .,Vol.64,p.423)

と述 べ,「 非 暴 力 」 の観 点か ら 「人 々の 上 に強 制 され た共 産 主 義 は イ ン ドに は

ふ さわ し くない 」(16'4,p.312)と 考 えた。 これ らの 発言 を思 えば ,受 託 者制

度 理 論 に仮 に も一 定 の 「強制 力」 が 想 定 され た ことは 「非 暴力 」 の大 原 則 か ら

の大 きな逸脱 で あ り,そ の意 味で は社 会 主義 思 想 に対 す る ガ ンデ ィーの譲 歩 は

決 して小 さ な もの とは い えな い。

しか し,い さ さか逆 説 的 だが 受託 者制 度 理論 は ,尚 も社 会 主義 思想 との最 後

の距 離 を埋 め よ う とは しな いの で あ る。 我 々 は,「 強制 力」 が 想定 さ れた こ と

で受 託 者 制度理 論 が 根本 的 に変 更 され た と考 え ては な らな い
。 す なわ ち,ガ ン

デ ィー は 同理論 にお いて 国家 が 最小 限 の暴 力 に よ って財産 を没収 す る ことの可

能性 を示 唆 しなが ら も,そ れ は あ くまで も同理論 が 実現 不 可能 な場 合 の最 後 の
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手段 と して考 えた もの であ る し,ザ ミ ンダー ル の受 け取 る手 数料 を規 定 しつ つ

も,常 に 「非暴 力 」 の観 点 か ら強制 的手段 は 回避す る こ とを望 んだ 。最 後 に挙

げた 「受 託者 制 度 の法 的 な存在 」 に して も,同 制度 が 人 々の 間 に普遍 的 に受 け

入 れ られ た究 極 の状 態 と して イメー ジ してい た可 能性 が 強 い。

実 際 社 会 主義思 想 か らの批 判的 イ ンパ ク トを摂 取 しつ つ も,受 託者 制 度 理

論 の 基本 的枠 組 は維 持 され たま まで あ った 。例 えば善 良 な富者 で あれ ば ,ガ ン

デ ィー は彼 ら との 良好 な 関係 を相 変 わ らず 存 続 させ る ことを望 ん で いた が
,こ

の こ とは社 会 主 義 ・共産 主義 思 想 の 中で ,通 常 資 本家 ・地 主 階級 が敵 視 され る

の とは対 照 的 で あ る。1939年 に ガ ンデ ィー は ,資 本 主 義 を廃止 したい と考 えて

い る こ と,受 託 者制 度 理 論が社 会主義 や 共産 主義 の 理 論 よ りも息 の長 い理 論で

あ る こ とを含 め て次 の よ うに語 って い る。 「多 くの資 本家 が 私 に対 して好 意 的

で あ り,私 を恐れ て は い ない こ とを 自白す る ことに私 はな ん ら恥 じらい はあ り

ませ ん。 私 が,最 も進 歩 的 な社 会主義 者 や 共産 主義 者 と同 程度 に ,資 本 主義 を

完 全 に,あ る いは ほ とん ど廃 止 した い と思 って い る こ とを ,彼 らは知 ってい ま

す 。 …… 私 は,こ の理論(受 託 者制 度理 論)が 他 の いか な る理論 よ りも生 き長

らえ る こ とを確 信 して い ます 」(傍 点 ・括弧 は引 用 者。Ibid .,Vol.71,p.27)。

さ らに ガ ンデ ィー は,そ の 死 の半年 前 に独 自の意 味で の 「社 会主 義 」論 を展

開 してい る。1947年7月 に行 な われ たデ リー州政 治会 議 の 演説 の 中で は次 の よ

う に述 べ た。 「最 近 は社 会 主 義者 で あ る と 自称 す る ことが 流行 す る よ うに な り

ま した。 何 らか の 『イ ズ ム(ism)』 を 身 に纏 うこ とだ けで 奉 仕 が で きる とい

うの は誤 った考 えです 。 …… 社 会主義 とい う ものが ,敵 を友人 に変 え てゆ くこ

とを意 味 す るの な らば ,私 は純 粋 な社 会主 義者 です 。 … … 私は 社会 党 の説 く類

の社 会 主 義 を信 じて お りませ ん 。 …… 私 が 死 ん だ と き,あ な たが た は皆 ガ ン

デ ィー は本 当 の社 会 主 義 者 だ った と認 め るで しょ う」(括 弧 は引 用 者 。16磁,

Vol.88,p.262)Q

この よ うに1934年10月 以 降 の ガ ンデ ィーの受 託者 制 度理 論 は
,社 会 主義 思 想

か らの 一定 の イ ンパ ク トを吸 収 しつ つ も,そ の核 心 部 分 にお い ては これ らの思
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想 とは距 離 を保 ちつ つ,1920年 代 後半 か ら30年 代 前半 にか けて形 づ くられ た 基

本 的枠 組 の上 に独 自 の形で 展 開 した と考 え て よい。

ガ ンデ ィーは実 にそ の死 の前 年 まで,こ とあ る ご とに受 託 者制 度 理論 を説 き

続 け る こ とで,階 級 間 の宥 和 と,富 の 「平 等 の分 配」 を もた らそ うとひたす ら

苦心 して い たのだ った。1944年 には地 主が 小作 人 を搾 取 す る可 能 性 を考 慮 して

「小 作 人 の間 の緊密 な協 力が 絶 対 に必 要 で あ る。 この 目的 の ため に ,特 別 の 組

織 体 か 委 員 会が 設 立 され な けれ ば な らない」(乃 磁,Vol.78,p,220>と した が,

その組 織 体 とは 「パ ンチ ャヤー ト」 と呼 ばれ る村 落 自治組 織 の こ とで あ る。 ガ

ンデ ィー は受 託者 制 度 理論 の実施 をよ り現 実 的 な もの とす るた め に
,こ の 「パ

ンチ ャ ヤー ト」 を 中 心 とす る小 作 農 間 の 結 束 と 「非 暴 力 的 非 協 力(non-

violentnon-cooperation)」 の 形 態 を 取 る ス トラ イ キ を 認 め て い た の で あ る

(Nayar〔5〕.p.627)。 また デ リー州 政 治 会議 の数 ヵ月前 に も,小 作 人 や 労 働

者 の リー ダーた ち に対 して 「ザ ミ ンダー ル を 困 らせ た り,殺 した りす る」 と

い った行為 を慎 む よ うに要 請す る(CWMG ,Vol,87,p.365)と と もに,ザ ミ ン

ダー ルに対 して 「受 託者 と して振舞 うこ とによ って のみ あ なたが たは生 き残 れ

る ので す 」 と警 告 を 発 して い る(lbid.,p.304)。 支 配階級 に対 す る こ う した 警

告 と受託 者 と して振 舞 うこ との要 請 は,ガ ンデ ィーの 人生 の最 後 の20年 間 に何

度 とな く繰 り返 され た。 受 託 者 制度 理 論 は結 局 の ところ ,「 体 制 擁護 」 を 目的

と した もので もな く,か とい って社 会主義 ・共産 主義 の革 命 思 想 で もな く,ガ

ンデ ィー独 自の社 会経 済 改 革理 論 と して展 開 した ので あ る。

お わりに 受託者制度理論の再評価

もはや受託者制度理論が 「体制擁護」 を 目的 としていた とい うこれ まで の認

識 はにわか には認め られ ない。確か にガンデ ィーは,「 受託者」 として振 る舞

うか ぎ り資本家や地主 の社会的立場 を保証 しよ うとしていたが,そ れには,彼

の 「建設的 プログラム」 を資金的に援助す るとい う負担が富裕階級 に側に伴 う

ものだ った。 また社会主義者に対する歩み寄 りは,同 理論それ 自体が実は彼 ら
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の思想 と同様 に経済改革 のベ ク トルを備 えていることを示 していた。一方の極

には資本家や地主が控え,他 方 の極 には社会主義勢力が控 える間にあってガ ン

デ ィーは,ど ち らの側 に も完全 に与す ることはなか った。 同理論 は,結 局の と

ころ社会主義勢力 との距離を縮めなが ら階級闘争をで きるだけ回避 しつつ富裕

階級の富 を貧者へ向けることで,全 ての階級 を自らの社会経済改革に参加 させ

よ うとす る一つの試みだ った といえる。

ガ ンデ ィーは,ATLAや パ ンチ ャヤー トを通 じて資本家か ら労働者へ,あ

るいは地主か ら小作人へ直接 的に富が移転 されることを歓迎 していたが,他 方

において,最 下層 の人々の生活の向上を 目的 とした 「建設 的プログラム」 を自

ら積極的に推進す ることで何 よ りも貧困の解消 を目指 していた。言い換 えれば

受託者制度理論は,こ れ ら独特の労働組合や村落 自治組織,あ るいは 「建設 的

プログラム」 とい った ガンデ ィーの社会経済思想 の他 の構成要素 と共 に,「 非

暴力」 の枠内で体 制改革を進めるための一つの複合的なシステ ムを織 りな して

いたのである。

受託者制度理論が階級 闘争の回避を目指 していたことで,結 果 として資本家

や地主 に有利 に働 いた可能性 はなお も残 るだろ う。 しか しなが ら我 々は,同 理

論が以上 のような思想的構 造を伴 って展開 した ことを理解 す るな らば,ガ ン

デ ィーが階級 闘争 を回避 しようとしていたことをこれまでのよ うに否定的に捉

えるのではな く,逆 に独立運動の途上で同時 にイン ド社会の内在的矛盾に も目

を向け,こ れを平和 の うちに是正 してゆ こうとした点をむ しろ積極的 に評価す

べ きではないだ ろうか。
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